
めざすまちの姿に係る主な事業
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めざすまちの姿　①

① 危機管理体制の強化

② 災害時の情報収集・伝達体制の整備

③ 災害に強い地域社会づくり

④ 災害に強い都市基盤の整備

● 避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援補助事業 P34

● 総合防災訓練の実施 P71

● 避難行動要支援者対策事業 P72

● 下水道整備事業（地震・長寿命化対策） P65

● 橋りょう維持・耐震化事業 P69

● 護岸改修事業 P73

● 橋りょう整備事業 P135

● 準用河川整備事業 P53

● 雨水流出抑制対策事業 P73

③　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中に特に重点的に行う事業を記載しています。

②　めざすまちの姿の実現に向け、主にどのようなことに取り組んでいくのか、方向性を記載しています。
　　 （後期基本計画より抜粋）

非常時への備えのあるまち

このテーマでは

地震・風水害等の自然災害のほか、健康危機、大規模事故等に対応する危機管理体制を強化すると
ともに、適切な情報が迅速に行き渡るための取り組みや都市基盤の整備を進めることにより、災害に強い
まちを目指します。

実現に向けた取り組み

避難行動要支援者対策の
充実

災害発生時の避難行動要支援者の被害を最小限にするため、日頃の活動等をもとと
した地域ぐるみでの避難・救援支援体制づくりを推進します。そのために、船橋市社会
福祉協議会の避難行動要支援者見守り活動支援事業の費用を一部補助します。ま
た、地域との情報共有に同意した避難行動要支援者の情報を、船橋市社会福祉協
議会及び地区社会福祉協議会、町会・自治会等の地域に提供します。さらに、総合
防災訓練を通して、市民一人ひとりの防災意識や災害時の行動力を高めるとともに、
市民・地域と市、関係機関の連携体制を確立します。

公共施設の耐震化

耐震性の不足や老朽化の進んでいる市有建築物や橋りょう等の公共施設に対し、公
共建築物保全計画や長寿命化修繕計画にもとづき耐震改修や建て替えを進めま
す。

①　このテーマで設定した背景や課題を記載しています。（後期基本計画より抜粋）

大雨による浸水対策

大雨による被害を軽減させるため、小・中学校の校庭などの公共施設に雨水貯留浸
透施設の整備を進めます。また、河川の河道を拡幅して流下能力を増大させ、河川
の氾濫による被害を防御し治水安全度を向上させるとともに、市民が親しみと安らぎを
感じる多自然川づくりを進めます。

「めざすまちの姿に係る主な事業」の見方

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目 概要/構成事業

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

①

②

③

本実施計画期間中
に特に重点的に行
う事業の名称と、
当該事業の詳細を
記載しているペー
ジを示しています。
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めざすまちの姿　①

① 危機管理体制の強化

② 災害時の情報収集・伝達体制の整備

③ 災害に強い地域社会づくり

④ 災害に強い都市基盤の整備

● 避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援補補助事業 P34

● 総合防災訓練の実施 P71

● 避難行動要支援者対策事業 P72

● 下水道整備事業（地震・長寿命化対策）[企業会計] P65

● 橋りょう維持・耐震化事業 P69

● 護岸改修事業 P73

● 橋りょう整備事業 P135

● 準用河川整備事業 P53

● 雨水流出抑制対策事業 P73

非常時への備えのあるまち

このテーマでは

地震・風水害等の自然災害のほか、健康危機、大規模事故等に対応する危機管理体制を強化すると
ともに、適切な情報が迅速に行き渡るための取り組みや都市基盤の整備を進めることにより、災害に強い
まちを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

大雨による浸水対策

大雨による被害を軽減させるため、小・中学校の校庭などの公共施設に雨水貯留浸
透施設の整備を進めます。また、河川の河道を拡幅して流下能力を増大させ、河川
の氾濫による被害を防御し治水安全度を向上させるとともに、市民が親しみと安らぎを
感じる多自然川づくりを進めます。

実現に向けた重点事業

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目

公共施設の耐震化

概要/構成事業

避難行動要支援者対策の
充実

災害発生時の避難行動要支援者の被害を最小限にするため、日頃の活動等をもとと
した地域ぐるみでの避難・救援支援体制づくりを推進します。そのために、船橋市社会
福祉協議会の避難行動要支援者見守り活動支援事業の費用を一部補助します。ま
た、地域との情報共有に同意した避難行動要支援者の情報を、船橋市社会福祉協
議会及び地区社会福祉協議会、町会・自治会等の地域に提供します。さらに、総合
防災訓練を通して、市民一人ひとりの防災意識や災害時の行動力を高めるとともに、
市民・地域と市、関係機関の連携体制を確立します。

耐震性の不足や老朽化の進んでいる市有建築物や橋りょう等の公共施設に対し、公
共建築物保全計画や長寿命化修繕計画にもとづき耐震改修や建て替えを進めま
す。
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● 公園施設等放射能対策事業 P56

● 大気中の放射線量測定事業 P61

● 廃棄物等の放射性物質測定事業 P64

● 下水汚泥の放射性物質測定事業 P65

● 学校敷地内・プール用水・給食食材放射線量測定事業 P100

● 農産物放射性物質検査事業 P122

● 自主防災組織強化事業 P68

● 防災行政無線整備事業 P68

● マンホールトイレ整備事業 P69

● 帰宅困難者対策事業 P71

● 防災備蓄整備事業 P72

● 鉄道施設耐震対策事業 P70

● 地域防災計画推進事業 P68

● 耐震診断助成事業 P72

● 住宅耐震改修助成事業 P72

● 消防庁舎等整備事業 P77

消防力の強化

消防力の充実強化を図るため、古和釜町・松が丘地区に新たな消防署を整備すると
ともに、複雑多様化する各種災害の発生に備え、消防職団員の災害対応能力の向上
を図るため、消防訓練場を整備します。消防局・中央消防署合同庁舎については、築
40年以上が経過し各設備の老朽化も著しいことから、建て替えについての検討を進め
ています。

木造住宅や分譲マンションの耐震診断及び耐震性が不足している戸建住宅の耐震改
修に要する費用の一部を助成します。また、災害時の物資輸送に重要な役割を果た
す緊急輸送道路に面している倒壊の恐れのある建築物の耐震診断に要する費用の
一部を助成します。

自主防災組織の強化

自主防災組織に対し、補助金を交付することにより、防災資機材の整備を促進し、地
域住民による初期消火体制及び避難救護体制の確立を図ります。また、排水栓を活
用した初期消火資機材を貸与し、自主防災組織による初期消火活動の促進を図りま
す。さらに、自主防災組織協議会を設立し組織の活性化や新規結成につなげていき
ます。

地域防災計画の推進

平成28年5月に発表された新たな千葉県の地震被害想定では、本市においても甚大
な被害が想定されています。これに伴い、防災アセスメント調査を改めて実施するとと
もに、地区別防災カルテや地域防災計画、職員行動マニュアル等を改定します。

民間建築物の耐震化の促
進

鉄道施設の耐震対策

今後発生が予想されている大規模地震に備えて、地震時における鉄道網の確保と、
鉄道利用者の安全確保を図るため、鉄道事業者が行う主要駅や高架橋等の耐震対
策事業に対し、費用の一部を補助します。

防災機能の充実

小・中学校等宿泊可能避難所及び公民館等福祉避難所に必要な食料品・飲料水等
を拡充・更新し、マンホールトイレを整備します。また、市の防災行政無線のデジタル
化を図り、災害時における多様な情報伝達手段の確保を検討していきます。さらに、
災害時の帰宅困難者対策として関係行政機関や民間事業者と連携した対策を推進
します。

放射線量等の監視

公園や学校、大気中などの放射線量の測定を行うとともに、清掃工場から出る排ガス
や焼却灰、下水処理場の下水汚泥に含まれる放射性物質を検査し、適正な処理を
行います。また、学校等の給食食材や市内農産物、土壌の検査も実施し、食の安全
性を確認します。
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めざすまちの姿　②

① 保健・医療・福祉の体制づくり

② 犯罪のないまちづくり

③ 暮らしやすいまちづくり

④ 支えあいのコミュ二ティづくり

● 地域包括ケアシステムの推進 P24

● 在宅医療推進事業 P25

● 市立医療センターの建て替えに向けた検討 P25

● ふなばしシルバーリハビリ体操推進事業　[特別会計] P28

● 公園を活用した健康づくり事業 P28

● 健康ポイント事業 P29

昭和58年に開院した船橋市立医療センターの老朽化等に伴う建て替えに向け、基本
計画を策定するなど、検討を進めます。市立医療センター建て替え

の検討

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目

在宅医療の推進

保健福祉センター内にある在宅医療支援拠点では、在宅療養を希望する人への在
宅医療・介護に関する相談に応じるほか、必要となる医療機関や介護サービス等を紹
介するとともに、在宅医療関係者や、介護関係者等へ対しても、情報提供や相談支
援等の支援を行います。また、船橋在宅医療ひまわりネットワークと連携し、医療と介
護の連携を進める取り組みを行います。さらに、患者の診療情報を一元化・共有化し、
患者の生活を支援していくＩＣＴを活用した情報連携基盤を整備するなど、在宅医療・
介護の連携を推進していきます。

概要/構成事業

地域包括ケアシステムの推
進

「地域包括ケアシステムの構築により、すべての高齢者が、自分らしく、それぞれの生
きがいを持ち、住み慣れた地域でいつまでも健やかに安心して暮らし続けられる「生き
生きとしたふれあい都市・ふなばし」を実現する。」を基本理念に、住まい・予防・生活
支援・介護・医療に関する施策を推進します。

安心して暮らせるまち

このテーマでは

保健・医療・福祉サービスの充実、防犯体制の強化、安全な道路の整備、生活利便機能を備えた身
近な地域づくりなどを進めるとともに、支えあいのコミュ二ティを再生することにより、安心して暮らせるまち
を目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

実現に向けた重点事業

生涯にわたる健康づくりの
推進

健康寿命の延伸、介護予防、生活の質の向上を目的として、地域でシルバーリハビリ
体操教室を開催するとともに、体操指導士養成講習を開催し、体操教室などにおい
て、体操を指導・普及する人材を養成します。また、身近な公園で手軽に出来る運動
習慣を身につけられるよう、公園を活用した健康づくりを推進します。
また、様々な人が健康づくりを行う動機づけとなるよう健康ポイント事業を行います。
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● 私立保育園等ＡＥＤ設置事業 P38

● 船橋まちなかＡＥＤステーション事業 P77

● 親・子世帯近居同居支援事業 P39

● 障害者グループホームスプリンクラー整備補助事業 P41

● 認知症総合支援事業　[特別会計] P44

● 特別養護老人ホーム整備促進事業 P45

● 人間ドック費用助成事業[特別会計] P49

● 道路照明整備事業 P74

● 自主防犯活動支援事業 P75

● 高齢者住み替え支援事業 P81

● 空き家等の適正管理に関する対策事業 P82

直営の地域包括支援センターに、医師や保健師等の専門職で構成された「認知症初
期集中支援チーム」を設置します。認知症専門の医師の指導の下、チーム員が認知
症が疑われる人や認知症の人又はその家族を訪問し、認知症の早期診断・早期対
応に向けた認知症初期の支援体制を構築します。また、市民参加型の徘徊模擬訓練
等の実施、認知症カフェ等の開催支援により、認知症対策の推進を図ります。

空き家等の適正管理

空き家等が管理不全な状態になることを防止するため、当該空き家等の所有者に対
し、助言・指導・勧告等を行い適正な管理を促します。さらに市内全域の空き家の実
態把握調査を実施し、この調査結果を基に、所有者への適切な管理の促進や空き家
活用等についてまとめた空家等対策計画に基づき、市内全体の空き家対策を総合的
に推進します。

高齢者の住み替え支援

賃貸住宅に居住する高齢者が立ち退きを要求された場合、または加齢、病気等によ
り日常生活に身体の機能上の制限を受け、階段の昇降に著しい支障が生じて住み替
えをする場合等に、転居にかかる費用の一部を助成します。

特別養護老人ホームの整
備

ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の普及

自主防犯活動の支援

地域における自主防犯活動を促進するため、自主防犯パトロール隊へのパトロール物
資の支給等を行います。また、町会・自治会等が自主防犯活動を補完するために設
置した防犯カメラの設置費及び維持管理費を補助します。

親世帯と子世帯の近居・同
居支援

離れて暮らす親世帯・子世帯が近居・同居するために係る初期費用の一部を助成し、
安心して住み続けられるよう居住環境の向上を図ります。

救命率の向上を目指して、市内の24時間営業のコンビニエンスストアに、事業者の協
力を得てＡＥＤを設置し、周辺で心肺停止傷病者が発生した際に、市民がいつでもＡＥ
Ｄを利用できる環境を整えます。また、保育所や幼稚園、認定こども園にＡＥＤを設置
し、子供たちの安全・安心を高めていきます。

道路にＬＥＤ照明灯を増設

こども未来会議室の提案を受け、歩行者の安全確保や犯罪のない明るいまちづくりを
推進するため、平成27年度に策定した設置基準及び設置計画にもとづき、ＬＥＤ照明
灯を増設します。

人間ドック受診費用の助成

疾病の予防、早期発見及び早期治療の推進を図るため、船橋市国民健康保険の被
保険者で40歳以上の方及び千葉県後期高齢者医療保険に加入し本市に住民票の
ある方が、医療機関などで人間ドックを受診した場合に、その費用の一部を助成しま
す。

認知症の総合支援

ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯が増加傾向にある中で、施設介護の需要
も高まると見込まれます。重度の要介護者や入所の必要性が高い高齢者が施設入
所できるよう、施設整備を促進します。また、特別養護老人ホーム併設のショートステ
イ床を整備し、家族介護者の身体的・精神的負担軽減を図ります。

火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する障害者グループホーム
について、入居者の安全を確保するため、スプリンクラー整備を促進します。障害者支援の推進
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● 鉄道駅バリアフリー化設備整備補助事業 P130

● 人にやさしい歩道整備事業 P130

● 歩道環境整備事業 P130

● コミュニティ道路等整備事業 P133

● 公共交通不便地域解消事業 P138

● バス利用促進等総合対策事業 P139

バス停留所施設の整備

市内バス停に上屋やベンチの整備を進めることにより、高齢者等に対するバスの利便
性を高め、公共交通機関としてのバス利用を促進するため、設置箇所や優先順位を
定めた計画にもとづき、上屋やベンチを整備する事業者に対して設置費の補助や、設
置が必要な箇所の整備を行います。

安全な歩行者空間の整備

車両交通の円滑化と歩行者の安全を確保するため、歩道の設置を行い、歩車分離を
図ります。また、誰もが暮らしやすいまちにするため、既設歩道の段差や急な勾配を解
消し、バリアフリー化を図ります。また、歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における
避難路を確保するため、歩道の整備や自転車走行空間整備、コミュニティ道路等の
整備を進めます。

鉄道駅バリアフリー化の促
進

市が定めた公共交通不便地域において、地域住民組織からの要請にもとづき、乗合
事業者が実施する公共交通不便を解消するための事業（運行）に対して、補助金を
交付します。公共交通不便地域の解消

鉄道駅の移動等円滑化（段差の解消、転落防止設備の整備、誘導用ブロックの整
備、障害者対応型便所の設置等）を実施する鉄道事業者に対して、事業費の補助を
行い、鉄道駅のバリアフリー化の促進を図ります。
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めざすまちの姿　③

① 環境にやさしい暮らし方の普及

② 環境負荷の少ないまちづくり

③ 自然とふれあう場づくり

● 都市緑地整備事業 P55

● 都市公園整備事業 P55

● アンデルセン公園拡張整備事業 P56

● 下水処理場における再生可能エネルギー導入事業[企業会計] P60

● 太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助事業 P61

● 防犯灯設置支援事業 P60

● 北部清掃工場建設事業 P62

● 南部清掃工場建設事業 P63

● 下水道整備事業（管渠・処理場等の整備）[企業会計] P65

● 下水道整備事業（雨水対策）[企業会計] P71

● 馬込霊園整備事業 P79

霊園の整備

新たな形態の合葬式墓地建設を主な柱として馬込霊園を整備します（馬込霊園第5
次整備事業）。また周辺の交通渋滞対策として、馬込霊園に通じるアクセス通路の整
備を進めます。

再生可能エネルギーの促
進

北部清掃工場隣接地及び南部清掃工場隣接地に新しく清掃工場を建設します。新し
い清掃工場は、設計・建設から運営までを民間事業者が行うＤＢＯ方式の手法を採用
します。

清掃工場の建設

市内に残された貴重な緑を保全し、市民に散策や森林浴など自然とふれあう場所を
提供するため、緑地の整備や施設の整備を進めます。また、都市の快適性や防災機
能向上のため、身近な公園や、レクリエーションの場となる公園を整備します。

町会・自治会がＬＥＤ防犯灯を設置する場合、消費電力の小さいＬＥＤ防犯灯への切り
替えを促進していくことで、省エネルギー化を推進します。

下水道の整備

未来へつなぐ恵み豊かな環境のまち

このテーマでは

市全体で高い環境意識を共有し、自然とふれあえる場づくりや、地球環境保全に向けた取り組みを行う
ことにより、将来の世代が良好な環境のもとで暮らすことのできるまちを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図るため、各処理区（西浦、高瀬、印
旛、江戸川左岸）の管渠整備や下水処理場の整備を進めます。

実現に向けた重点事業

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

西浦下水処理場において市内企業と協同で行っている小水力発電装置の実地実証
実験を平成30年度まで継続して実施します。また高瀬下水処理場では平成30年2月
に発電開始した小水力発電の運転を継続します。さらに、西浦下水処理場および高
瀬下水処理場から発生するバイオガスによる発電事業を民間活力を活用して実施し
ます。さらに、温室効果ガスの削減を図るため、住宅における太陽光発電設備及び省
エネ設備の設置費用の一部を補助します。

ＬＥＤ化の推進

項目 概要/構成事業

公園緑地の整備
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めざすまちの姿　④

① 子どもが笑顔で育つまちづくり

② 子育てを支援する環境づくり

● 母子健康教育事業 P30

● 母子訪問指導事業 P30

● 母子健康相談事業 P30

● 妊婦・乳幼児健康診査事業 P31

● 妊婦歯科健康診査事業 P31

● 生活困窮者自立支援事業 P33

● 児童ホーム整備事業 P38

● 地域子育て支援拠点事業 P38

● 児童ホーム運営事業 P38

● 一時預かり事業 P39

● 幼稚園における一時預かり事業 P39

● 放課後ルーム整備事業 P36

● 放課後子供教室推進事業 P39

放課後ルームの整備

乳幼児親子や小学生等の自由な遊び場を提供するため、坪井地区に児童ホームを
整備します。二和地区においては国家公務員宿舎跡地での整備に向けて、国との調
整を進めます。また、在宅で子育てをしている家庭を支援するため、子育て支援セン
ターや児童ホーム等で育児に関する教室や交流の場を提供します。さらに、仕事など
で保護者が保育できない場合に保育園・認定こども園・幼稚園で一時的に子供を預
かります。

在宅子育て家庭への支援

放課後子供教室の設置

放課後や夏休み等の子供の安心・安全な活動場所を確保するため、市立小学校全
54校に放課後子供教室を開設しています。心豊かでたくましい子供を社会全体で育
むため、地域の方々の参画を得て、様々な体験活動や交流活動等を支援します。

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

学習支援事業

学力向上を図り、高校進学の支援を行うため、生活困窮世帯等の中学生に対して、
学習の支援を実施します。

妊娠・出産・育児を安全・健全に行えるよう、妊婦や乳幼児に対する健康診査、乳幼
児がいる家庭への訪問指導、妊娠・出産・育児に関する相談や各種母子健康教育事
業などを実施します。

項目

市立小学校全54校に放課後ルームを開設（分割運営を含め97施設）していますが、
地域によって待機児童が発生している状況です。待機児童対策として施設の増設等
整備を行います。

笑顔があふれる子育てのまち

このテーマでは

誰もが子どもを産み育てやすい環境を地域や社会が支えることにより、未来の担い手である子どもが笑
顔で健やかに育つとともに、子育て世代にとって魅力があるまちを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

概要/構成事業

実現に向けた重点事業

母子の健康づくり
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● 認可保育所整備促進事業 P36

● 地域型保育事業等推進事業 P37

● 保育士確保事業 P37

● 子ども医療費助成事業 P38

● 認定こども園移行支援事業 P37

● スクールカウンセラー配置事業 P95

● 小学校体育館改修事業 P96

● 中学校体育館改修事業 P97

● 小学校校舎及び設備等改修事業 P97

● 中学校校舎及び設備等改修事業 P97

● 小学校ICT環境整備事業 P100

● 中学校ICT環境整備事業 P100

● 主権者教育推進事業 P99

● 学校図書館図書整備事業 P100

● こども未来会議室事業 P147

教育相談体制の充実

子ども医療費助成

待機児童解消のためには、保育所等の整備による保育の量の拡大に加え、それを支
える保育士の確保が不可欠です。保育士養成施設の新規卒業者の確保や、保育士
の資格を持ちながら現在保育士として働いていない方の再就職支援、現役保育士の
就業継続支援を推進し、新たな人材確保を行うとともに、専門性の向上を図ります。

待機児童の大半が1～2歳の子供であることを踏まえ、認可保育所の整備促進のほ
か、小規模保育事業など満3歳未満の子供を対象とする地域型保育事業についても
推進を図ります。また、市が定める一定の基準を満たした認可外保育施設を「認証保
育所」として認証し、保育環境の維持・向上を図ります。

保育士の確保

認定こども園への移行支援

待機児童の多い鉄道沿線や市街地形成区域等を重点化して、認可保育所整備を進
め、待機児童の早期解消に努めます。また、新設整備だけでなく、老朽施設の建替え
や大規模修繕を支援します。認可保育所の整備

学校図書館の充実

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況等によらず
地域の子供がともに通える施設であることや、保護者の選択肢が拡大できること、待機
児童対策においても重要な役割を担うこと等を踏まえ、幼稚園からの移行支援に取り
組みます。

子供たちの情報活用能力を育成するため、小・中学校でのデジタル教科書・電子黒
板等のＩＣＴ環境整備を進めます。また、ICT機器の効果的な使用方法の助言や教員
のスキルアップのため、ICT支援員を配置します。

老朽化した小・中学校校舎の外壁改修工事、屋上防水改修工事及びトイレ改修工事
を実施します。また、防災機能強化を図るため、体育館や武道室の天井等落下防止
対策工事を実施します。

子育て世帯にかかる経済的な負担軽減のため、中学校３年生までの保険診療自己
負担金を助成し、安心して子育てができる環境を整えます。

地域型保育事業等の推進

小・中学校校舎の改修

こども未来会議室の設置

子供たちと市長が船橋の将来について語り合う場を設け、子供たちの視点を活かした
市政運営につなげていきます。

主権者教育の推進

児童生徒が社会の動きに関心を持ち、よりよい社会づくりのために主体的に考え、判
断し、行動しようとする資質・能力を育成します。

子供たちの読書意欲の向上を目的に、文部科学省が設定する学校図書館に整備す
べき蔵書の標準である「学校図書館図書標準」の充足率維持に努めます。また、全小
中学校及び特別支援学校に学校司書を週5日配置することにより、学校図書館運営
の改善及び向上を図り、児童生徒及び教員の学校図書館利用の一層の促進を図りま
す。

いじめや不登校等、児童に係る問題解決のため、スクールカウンセラー(臨床心理士
等）を市内54小学校に配置します。子供たちや保護者が安心して悩みを相談できる
体制を作り、落ち着いた学校生活を送れるよう支援します。

小・中学校ＩＣＴ環境の整備
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めざすまちの姿　⑤

① 快適さアップ

② 活力アップ

③ 注目度アップ

● まちかどスポーツ広場整備事業 P92

● 産品ブランド推進事業 P109

● 農産物ブランド推進事業 P110

● 水産物ブランド推進事業 P110

● 公衆無線LAN、デジタルサイネージ運用事業 P111

人が集まる元気なまち

このテーマでは

職・住・遊の目的地として、積極的に選ばれるための魅力づくりを行い、人が集まる活気あるまちを目指
します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

項目

実現に向けた重点事業

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

概要/構成事業

なし、にんじん、小松菜、枝豆、スズキ、アサリ、ホンビノス貝、海苔などの船橋農水産
物のブランド化や認知度を高めることを目指し、市内外に船橋産の農水産物の魅力を
ＰＲします。

農水産物ブランドの推進

運動広場の整備

市民一人ひとりが生涯にわたり生きがいを感じて健康な生活を送ることができるよう、
気軽に楽しく運動できるまちかどスポーツ広場の整備を推進します。

農水畜産物を使用した加工食品、工業製品等の「船橋発」の産品を朝市・イベント等
を通じてＰＲし、産品ブランドの確立を目指します。産品ブランドの推進

公衆無線ＬＡＮ等の整備

国内外から訪れる方々に本市の観光情報等を積極的に発信することにより、まちへの
回遊を促し、地域を活性化させるため、ＪＲ船橋駅南口周辺に公衆無線ＬＡＮ及びデ
ジタルサイネージを運用します。
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● 商店街活性化支援事業 P112

● 創業支援推進事業 P112

● 海外販路拡大支援事業 P112

● 共同ビジネスマッチング事業 P117

● ベンチャー企業育成事業 P117

● 経済ミーティング事業 P113

● 卸売市場活性化事業[企業会計] P115

● 海を活かしたまちづくり推進事業 P131

● 都市計画道路整備事業 P135

● JR南船橋駅周辺地区整備事業 P141

● 海老川上流地区まちづくり事業 P142

海老川上流地区のまちづく
り検討

本市の中央部に位置し、中心市街地にも近く、東葉高速線が東西に走るという多くの
地理的利点がある海老川上流地区において、医療センターの移転や、医療・健康をコ
ンセプトとしたふなばしメディカルタウン構想に基づくまちづくり、新駅誘致を核とした、将
来にわたって活力のある計画的なまちづくりを進めるため、組合施行での土地区画整
理事業を積極的に支援します。

都市計画道路の整備

将来的な交通需要を踏まえ、平成26年度に策定した総合都市交通計画にもとづき、
都市計画道路を整備します。

JR南船橋駅周辺地区の整
備

JR南船橋駅南口市有地の活用について、開発する事業者の公募、選定に向けた検
討を進めます。

流通の拠点機能の充実と、誰もが気軽に立ち寄れる親しみのある市場にするため、市
場見学会の定期開催等の活性化事業を実施します。また、平成26年３月に策定し
た、市場運営の基本方針と行動計画を内容とする経営展望について、進捗管理を
行っていきます。

経済ミーティングの実施

海を活かしたまちづくり

JR船橋駅南口周辺部及び臨海部における回遊性を創出するため、平成27年度に策
定した基本計画にもとづき、各種取組を推進します。

卸売市場の活性化

商工業戦略プランの推進

平成27年度に策定した商工業戦略プランにもとづき、本市の商工業を推進するため
の施策を実施します。

【商工業戦略プランに掲げる主な取り組み】
①商店街の賑わいづくり
　商店街が主体となって地域の課題解決や活性化を図り、事業を通じて地域密着型
商店街づくり等に寄与するまちづくり推進モデル事業等に係る費用の一部を助成しま
す。
②創業実践塾の開催
　創業や第二創業を確実なものにするため、ＩＣＴ活用や会計知識等の実践的な経営
知識を学べる創業実践塾を開催します。
③共同ビジネスマッチングの実施
　企業の販路拡大を図るため、専任コーディネーターによる企業情報の収集や事業者
ニーズに最適な企業紹介等を行う船橋商工会議所に対し、費用を助成します。
④海外販路拡大の支援
　海外への販路拡大を図るため、海外展示会出展に係る費用や専門家のサポートを
受ける際に係る費用の一部を助成します。
⑤ベンチャー企業の販路開拓支援
　ベンチャー企業等が開発した新規性のある製品を「優れたものづくり製品」として認
定し、冊子等により周知を図ります。また、認定品を市が試用することで、販路開拓に
つなげます。

農水産業者と商・工業者による、産業間の壁を越えて各々の強みを活かした新たな
商品やサービスの開発などの農水商工連携事業が実施できるよう、農業・漁業・商
業・工業の若手後継者の様々な考えや要望を取り入れるための交流の機会を提供し
ます。
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めざすまちの姿　⑥

① 「ふなばし」の魅力発見

② 地域活動の支援と仕組みづくり

③ 市内外への「ふなばし」情報の発信

● 図書館サービス推進事業 P86

● ふなばし音楽フェスティバル事業 P89

● まちかど音楽ステージ事業 P89

● 文化活動普及事業 P89

● 取掛西貝塚保存・整備事業 P89

● 海老ヶ作貝塚保存・研究事業 P90

● 文化財・埋蔵文化財の調査・保護・活用・普及事業 P90

● 姉妹都市等記念事業 P104

まちかど音楽ステージ

駅前や商店街など「まちかど」に市公認の路上ライブの場を設け、地域に根差した音
楽家の支援を図るとともに、市民に気軽に音楽を楽しめる機会を提供し、まちの活性
化を図ります。

姉妹都市等の交流

平成31年にオーデンセ市姉妹都市提携30周年及び西安市友好都市提携25周年記
念事業を行います。

文化振興基金の活用

平成26年3月に閉館した「吉澤野球博物館」からの寄附金を原資に「船橋市文化振
興基金」を創設しました。この基金を活用し、各分野で活躍している芸術家等を市内
の学校へ派遣し、子供たちの芸術・文化活動等を奨励します。

ふなばし音楽フェスティバ
ル

船橋駅周辺の屋内・屋外会場でライブを行う「ふなばしミュージックストリート」をはじ
め、「音楽のまち・ふなばし 千人の音楽祭」や「地域ふれあいコンサート」など、多くの市
民に音楽を楽しむ機会を提供します。

図書館サービスの推進

市民の読書機会を提供する施設として、その機能やサービス体制の充実を図るととも
に、地域の情報拠点として、市民の「読みたい・調べたい・学びたい」に応える図書館を
実現するため、ネットワークの拡充、図書館システムの充実、職員の専門性の向上、レ
ファレンスサービスの充実、学校との連携強化、図書館の所蔵する貴重資料のデジタ
ル化などを推進します。また、平成２９年度から中央・東・北図書館に指定管理者制
度を導入したことから、第三者による点検評価を行いながら、民間ノウハウを活用し、
図書館サービスの向上を図ります。

埋蔵文化財の普及啓発

約1万年前の貝塚である取掛西貝塚（飯山満町1丁目）の保存に向けて、平成28年
度に実施した分布調査の結果を踏まえ、学術調査を行い、必要に応じて用地を取得
し、遺跡を保存します。また縄文中期の大型環状集落である海老ヶ作貝塚は、大穴
近隣公園において保存整備し、市指定史跡化を目指して再整理・総合研究事業を実
施します。

項目 概要/構成事業

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

市民に愛され、育まれるまち

このテーマでは

市民一人ひとりが、船橋をもっとよく知るとともに、地域や市の課題を、周りの人々とともに考え、解決す
るようになることで、「ふなばし」がさらに市民に愛され、育まれるまちとなることを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

実現に向けた重点事業
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● ふなばし市民まつり事業 P111

● 市民公益活動公募型支援事業 P148

● まちづくり懇談会事業 P148

市民団体の方々から提案された本市のまちづくりに関するテーマについて、市長と直
接意見交換する場を設け、いただいた意見を今後の市政運営に活かしていきます。まちづくり懇談会の実施

市民公益活動の支援

地域課題や社会ニーズに対応した取り組みを支援するために、市民活動団体から提
案のあった事業について、公益性や必要性などを審査し、その有効性があると評価さ
れたものに対して、支援金を交付します。

ふなばし市民まつり

市内の産業や観光を紹介するとともに、市民に心のふれあいの場を提供するため、市
内の工場で作られた食品、工業製品の展示のほか、みこし、民踊パレード、郷土芸能
ばか面おどりなどを行うふれあいまつり、花火大会などを開催します。

18


